
「医療費通知書」を配付します

領収書＆医療費通知書は大切に保管を！

　医療費通知書を８月中に勤務先の事務担当者を通じて配付する予定です。医療費通知
書は、組合員とご家族（被扶養者）の医療費と、共済組合からの給付金の内訳をお知らせ
するものです。また、医療費控除の申告手続きに使用することもできます。

「睡眠セミナー」令和5年9月9日（土）おびし荘
詳しくは本誌P14またはホームページをご覧ください。

　ご自身または生計をともにするご家族が１年間（１月１日～１２月３１日まで）に10万円以上の
医療費を支払った場合、所得税が一定額控除される制度です。控除を受けるには、ご自身で
確定申告が必要です。

医療費通知書は、世帯単位で作成するため、組合員と被扶養者が同じ
通知書に記載されます。個人情報の保護に関する法律では、個人情報を
第三者に提供する場合は、本人の同意を得ることとされています。被扶
養者の方にもその旨をお伝えいただき、差し支えがある場合は、共済組合
保健課までお申し出ください。お申し出がない場合は、同意（黙示の同意）
をいただいたものとしてお送りいたします。

　記載される受診月

11月・12月・1月・2月・3月・4月

5月・6月・7月・8月・9月・10月

発行時期

8月上旬頃

2月上旬頃

⇒制度等について、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

医療費通知書

新組合会議員の
紹 介

新組合会議員の
紹 介

　組合会議員補欠選挙が5月8日に執行され、
白山市長の田村 敏和氏が当選されました。 
　また、6月1日に開催された第207回組合会に
おいて監事に選任されました。

（1区）白山市長 田村  敏和

８月
発行予定

医療費控除とは？

※次回は令和6年2月上旬に発行予定です。　※記載される受診月は次のとおりです。

医療機関等の領収書は引き続き大切に保管してください。

なお、医療費通知書は再発行ができませんので、

大切に保管してください。

手軽です！
どしどし
ご応募を！

今、申し込みできるセミナー

申し込みが可能になりました！
ホームページからセミナーのNEW

必要項目を入力して申し込みをするだけ！

トップページから
セミナーページを
クリック

　お知らせです！ これまで各種セミナーにつきましては、FAXや郵送でのお申し
込みが必要でしたが、ホームページ上でお申し込みいただけるようになりました。
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